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　特願２０１０－２８３１０３「有機電界発光表示装置及びその駆動方法」
拒絶査定不服審判事件〔平成２４年　５月１７日出願公開、特開２０１２－
　９３６８８〕について、次のとおり審決する。

結　論
　本件審判の請求は、成り立たない。

理　由
第１　手続の経緯
　
　本願は、平成２２年１２月２０日（パリ条約による優先権主張　２０１０
年１０月２８日　韓国　）に出願したものであって、平成２６年７月３０日
付けの拒絶理由通知に対して平成２６年１０月２０日付けで手続補正がなさ
れたが、平成２７年３月１７日付けで拒絶査定がなされ、これに対し、平成
２７年７月２４日付けで拒絶査定不服審判が請求されるとともに手続補正が
なされたものである。
　
　
第２　平成２７年７月２４日付けの手続補正についての補正却下の決定
　
［補正却下の決定の結論］
　平成２７年７月２４日付けの手続補正（以下「本件補正」という。）を却
下する。
　
［理由］
　
１　本件補正
　
　本件補正は、特許請求の範囲について、本件補正前に、
「【請求項４】
　第１フレーム期間に、非発光状態に設定された第１サブ画素にシャッタ眼
鏡の右側眼鏡に対する右側データ信号に対応する電圧を充電させる段階と、
　第２フレーム期間に、前記第１サブ画素と交互に配置され、非発光状態に
設定された第２サブ画素にシャッタ眼鏡の左側眼鏡に対する左側データ信号
に対応する電圧を充電させる段階と



　を含み、
　前記第１フレーム期間に前記第２サブ画素が発光状態に設定され、前記第
２フレーム期間に前記第１サブ画素が発光状態に設定されることを特徴とす
る有機電界発光表示装置の駆動方法。」
とあったところを、
　
「【請求項４】
　１枚の３Ｄ画像を表示する表示期間の前半の１／２期間に相当する第１フ
レーム期間に、非発光状態に設定された第１サブ画素にシャッタ眼鏡の右側
眼鏡に対する右側データ信号に対応する電圧を充電させる段階と、
　前記表示期間の後半の１／２期間に相当する第２フレーム期間に、前記第
１サブ画素と交互に配置され、非発光状態に設定された第２サブ画素に
シャッタ眼鏡の左側眼鏡に対する左側データ信号に対応する電圧を充電させ
る段階と
　を含み、
　前記第１フレーム期間に前記第２サブ画素が発光状態に設定され、前記第
２フレーム期間に前記第１サブ画素が発光状態に設定されることを特徴とす
る有機電界発光表示装置の駆動方法。」
とする補正を含むものである（下線は、補正箇所を示す。）。
　
　本件補正について検討する。
　
　本件補正は、本件補正前の請求項１の「第１フレーム期間」について、
「１枚の３Ｄ画像を表示する表示期間の前半の１／２期間に相当する」第１
フレーム期間と限定し、「第２フレーム期間」について「前記表示期間の後
半の１／２期間に相当する」第２フレーム期間と限定するものである。
　
　よって、本件補正は、本件補正前の請求項４に記載された発明を特定する
ために必要な事項を限定するものであるから、特許法第１７条の２第５項第
２号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。
　
　そこで、本件補正後における特許請求の範囲に記載されている事項により
特定される請求項４に係る発明（以下「本願補正発明」という。）が特許出
願の際独立して特許を受けることができるものであるか（特許法第１７条の
２第６項において準用する同法第１２６条第７項に規定する要件を満たす
か）について以下に検討する。
　
　
２　引用例及びその記載事項
　
（１）原査定の拒絶の理由に引用され、本願の優先権主張の基礎となる出願
の出願前に頒布された刊行物である特開２００８－１５８４７７号公報（平
成２０年７月１０日公開、以下「引用例１」という。）には、図面とともに
以下の事項が記載されている（なお、下線は当審で付した。）。　

「【０００１】
本発明は、有機電界発光表示装置及びその駆動方法に関し、より詳しくは、
インターレース方式を適用することによって、大型パネル駆動時、駆動回路
の速度マージン確保し、データ書き込み時間と発光時間とを分離して駆動す
ることで、第１電源電圧線（ＶＤＤライン）の電圧降下（ＩＲ－ＤＲＯＰ）
を防止すると同時に有機電界発光表示装置の画素回路内の有機電界発光素子
ＯＬＥＤ（Ｏｒｇａｎｉｃ Ｌｉｇｈｔ Ｅｍｉｔｔｉｎｇ Ｄｉｏｄｅ）の
劣化（Ｄｅｇｒａｄａｔｉｏｎ）現象を最小化することができる有機電界発
光表示装置及びその駆動方法に関する。（略）」

「【０１６２】
図１３を参照すれば、本発明による有機電界発光表示装置をインターレース
方式で駆動する場合の構成がブロック図として示されている。
【０１６３】



図１３に示されたように、有機電界発光表示装置１００は走査信号駆動部
１１０、データ信号駆動部１２０、発光制御信号駆動部１３０、有機電界発
光表示パネル１４０（以下、パネル１４０という）、第１電源電圧供給部
１５０、及び第２電源電圧供給部１６０、初期化電源電圧供給部１７０を含
み得る。
【０１６４】
前記走査信号駆動部１１０は、多数の走査信号線Ｓ［１］…Ｓ［Ｎ］を介し
て前記パネル１４０に走査信号を供給することができる。前記走査信号線は
図１３に示されたように水平に、第１ラインの画素に第１走査信号線、第３
走査信号線が電気的に繋がれ、第２ラインの画素に第２走査信号線、第４走
査信号線が電気的に繋がれ、順次奇数及び偶数ラインに対応する走査信号線
が電気的に繋がれることができる。
【０１６５】
前記データ信号駆動部１２０は、多数のデータ信号線Ｄ［１］…Ｄ［Ｍ］を
介して前記パネルにデータ信号を供給することができる。
【０１６６】
前記発光制御信号駆動部１３０は、多数の発光制御信号
ＥＭ［１］…ＥＭ［Ｎ］及び多数の発光逆制御信号線
ＥＭＢ［１］…ＥＭＢ［Ｎ］を介して前記パネル１４０に発光制御信号及び
発光逆制御信号を順次供給することができる。
【０１６７】
また、前記パネル１４０は列方向に配列されている多数の走査信号線
Ｓ［１］…Ｓ［Ｎ］、発光制御信号線ＥＭ［１］…ＥＭ［Ｎ］、発光逆制御
信号線ＥＭＢ［１］…ＥＭＢ［Ｎ］と、行方向に配列される多数のデータ信
号線Ｄ［１］…Ｄ［Ｍ］、前記走査信号線Ｓ［１］…Ｓ［Ｎ］、発光制御信
号線ＥＭ［１］…ＥＭ［Ｎ］、発光逆制御信号線
ＥＭＢ［１］…ＥＭＢ［Ｎ］、データ信号線Ｄ［１］…Ｄ［Ｍ］によって正
義される画素回路１４２（Ｐｉｘｅｌ）を含み得る。
【０１６８】
ここで、前記画素回路１４２（Ｐｉｘｅｌ）は走査信号線とデータ信号線に
よって正義される画素領域に形成できる。勿論、上述したように前記走査信
号線Ｓ［１］…Ｓ［Ｎ］には前記走査信号駆動部１１０から走査信号が供給
でき、前記データ信号線Ｄ［１］…Ｄ［Ｍ］には前記データ駆動部１２０か
らデータ信号が供給でき、前記発光制御信号線ＥＭ［１］…ＥＭ［Ｎ］、発
光制御逆信号線ＥＭＢ［１］…ＥＭＢ［Ｎ］には前記発光制御信号駆動部
１３０から発光制御信号、発光逆制御信号が供給されることができる。ま
た、前記第１電源電圧供給部１５０、第２電源電圧供給部１６０、及び初期
化電源電圧供給部１７０は、パネル１４０に備えられた各画素回路１４２に
第１電源電圧、第２電源電圧、及び初期化電源電圧を供給する役割をす
る。」

「【０１７２】
図１４を参照すれば、図５に示された画素回路をインターレース方式で駆動
する場合の駆動タイミング図が示されている。図１４に示されたように本発
明による有機電界発光表示装置の画素回路は第１フレーム、第２フレーム、
第３フレーム、第４フレームが順次進行し、第１フレーム、第３フレーム、
第５フレーム等の奇数フレームの駆動タイミング図は同じであり、第２フ
レーム、第４フレーム、第６フレーム等の偶数フレームの駆動タイミングも
同じである。
【０１７３】
より具体的に、奇数フレーム期間中に奇数ラインの画素は、画素回路内の容
量性素子Ｃにデータ電圧及び駆動トランジスタのしきい電圧を書き込むと同
時に有機電界発光素子ＯＬＥＤに逆バイアス電圧を印加する。このような奇
数フレームの間に偶数ラインの画素は発光する。
【０１７４】
一方、偶数フレーム期間中に奇数ラインの画素は発光し、このような偶数フ
レーム期間中に偶数ラインの画素は画素回路内の容量性素子Ｃにデータ電圧
及び駆動トランジスタのしきい電圧を書き込むと同時に有機電界発光素子
ＯＬＥＤに逆バイアス電圧を印加する。
【０１７５】



このように奇数フレーム、偶数フレームが順次進行しながら、パネル内に奇
数ラインの画素が発光する間に偶数ラインの画素はデータを書き込み、か
つ、前記有機電界発光素子に逆バイアス電圧を印加し、偶数ラインの画素が
発光する間に奇数ラインの画素はデータ書き込み、かつ、前記有機電界発光
素子ＯＬＥＤに逆バイアス電圧を印加する。このような飛び越し走査方式
（インターレース方式、Ｉｎｔｅｒｌａｃｅ）で画素回路を駆動すること
で、大型パネルの駆動時、駆動回路速度のマージンを確保することができ
る。」

ア　引用例１には、「インターレース方式を適用することによって、駆動回
路の速度マージン確保する有機電界発光表示装置の駆動方法」が記載されて
いるということができる（【０００１】）。

イ　引用例１には、「有機電界発光表示装置１００は走査信号駆動部
１１０、データ信号駆動部１２０、発光制御信号駆動部１３０、有機電界発
光表示パネル１４０（以下、パネル１４０という）を含」むことが記載され
ている（【０１６３】）。

ウ　引用例１には、「前記走査信号駆動部１１０は、多数の走査信号線
Ｓ［１］…Ｓ［Ｎ］を介して前記パネル１４０に走査信号を供給すること」
が記載されている（【０１６４】）。

エ　引用例１には、「前記データ信号駆動部１２０は、多数のデータ信号線
Ｄ［１］…Ｄ［Ｍ］を介して前記パネルにデータ信号を供給すること」が記
載されている（【０１６５】）。

オ　引用例１には、「前記発光制御信号駆動部１３０は、多数の発光制御信
号線ＥＭ［１］…ＥＭ［Ｎ］を介して前記パネル１４０に発光制御信号を順
次供給する」ことが記載されている（【０１６６】）。（なお、段落
【０１６６】に記載の「発光制御信号ＥＭ［１］」は「発光制御信号線
ＥＭ［１］」の誤記と認定した。）。

カ　引用例１の「【０１６７】また、前記パネル１４０は‥‥‥画素回路
１４２（Ｐｉｘｅｌ）を含み得る。」との記載から、引用例１には、「前記
パネル１４０は画素回路１４２（Ｐｉｘｅｌ）を含む」ことが記載されてい
るということができる。

キ　引用例１には、「奇数フレーム期間中に奇数ラインの画素は、画素回路
内の容量性素子Ｃにデータ電圧及び駆動トランジスタのしきい電圧を書き込
むと同時に有機電界発光素子ＯＬＥＤに逆バイアス電圧を印加し、このよう
な奇数フレームの間に偶数ラインの画素は発光し、一方、偶数フレーム期間
中に奇数ラインの画素は発光し、このような偶数フレーム期間中に偶数ライ
ンの画素は画素回路内の容量性素子Ｃにデータ電圧及び駆動トランジスタの
しきい電圧を書き込むと同時に有機電界発光素子ＯＬＥＤに逆バイアス電圧
を印加する」ことが記載されている（【０１７３】、【０１７４】）。

　したがって、上記引用例１に記載された事項及び上記アないしキを総合す
ると、引用例１には、次の事項が記載されている（以下、引用発明とい
う。）。

「　インターレース方式を適用することによって、駆動回路の速度マージン
確保する有機電界発光表示装置の駆動方法であって、
有機電界発光表示装置１００は走査信号駆動部１１０、データ信号駆動部
１２０、発光制御信号駆動部１３０、有機電界発光表示パネル１４０（以
下、パネル１４０という）を含み、
　前記走査信号駆動部１１０は、多数の走査信号線Ｓ［１］…Ｓ［Ｎ］を介
して前記パネル１４０に走査信号を供給し、
　前記データ信号駆動部１２０は、多数のデータ信号線Ｄ［１］…Ｄ［Ｍ］
を介して前記パネルにデータ信号を供給し、



　前記発光制御信号駆動部１３０は、多数の発光制御信号線
ＥＭ［１］…ＥＭ［Ｎ］を介して前記パネル１４０に発光制御信号を順次供
給し、
　前記パネル１４０は画素回路１４２（Ｐｉｘｅｌ）を含み、
　奇数フレーム期間中に奇数ラインの画素は、画素回路内の容量性素子Ｃに
データ電圧及び駆動トランジスタのしきい電圧を書き込むと同時に有機電界
発光素子ＯＬＥＤに逆バイアス電圧を印加し、このような奇数フレームの間
に偶数ラインの画素は発光し、
　一方、偶数フレーム期間中に奇数ラインの画素は発光し、このような偶数
フレーム期間中に偶数ラインの画素は画素回路内の容量性素子Ｃにデータ電
圧及び駆動トランジスタのしきい電圧を書き込むと同時に有機電界発光素子
ＯＬＥＤに逆バイアス電圧を印加する、
　有機電界発光表示装置の駆動方法。」

（２）原査定の拒絶の理由に引用され、本願の優先権主張の基礎となる出願
の出願前に頒布された刊行物である特開２００１－３２０７３４号公報（平
成１３年１１月１６日公開、以下「引用例２」という。）には、図面ととも
に以下の事項が記載されている（なお、下線は当審で付した。）。

「【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、右眼用の画像と左眼用の画像を撮影
し、撮像した画像をシャッタ眼鏡を用いて立体的に見ることができる立体画
像表示装置に関する。」
　
「【００４３】インターレース方式のディスプレイ５５を用いる場合につい
て説明すると、上述したＶＲＡＭ５６のメモリ５６ａには、右眼用切取画像
データの水平走査線のデータが１ライン毎、例えば偶数番目のラインが間引
かれた右眼用切取画像データが記録され、メモリ５６ｂには、左眼用切取画
像データの水平走査線のデータが１ライン毎、例えば奇数番目のラインが間
引かれた左眼用切取画像データが記録される。そして、メモリ５６ａから
は、この右眼用の切取画像データを１フィールド分の画像データとしてディ
スプレイ５５に出力され、メモリ５６ｂからは、この左眼用の切取画像デー
タを次の１フィールド分の画像データとして出力される。したがって、ディ
スプレイ５５には、図９（Ａ）に示すように、先ず、偶数番目のラインが間
引かれた画像が表示され、次いで、奇数番目のラインが間引かれた画像が表
示される。」

　ここで、「右眼用切取画像データの水平走査線のデータが１ライン毎、例
えば偶数番目のラインが間引かれた右眼用切取画像データが記録され」るこ
とは、右眼用切取画像データの奇数番目のラインの右眼用切取画像データが
記録されるということができ、また、「左眼用切取画像データの水平走査線
のデータが１ライン毎、例えば奇数番目のラインが間引かれた左眼用切取画
像データが記録される」ことは、左眼用切取画像データの偶数番目のライン
が記録されるということができる。また、同様に、「偶数番目のラインが間
引かれた画像」、「奇数番目のラインが間引かれた画像」は、それぞれ、奇
数番目のラインの画像、偶数番目のラインの画像ということができる。
　したがって、上記記載及び図９から、次の事項が記載されているというこ
とができる。

「　画像をシャッタ眼鏡を用いて立体的に見ることができる立体画像表示装
置において（【０００１】）、
　インターレース方式のディスプレイ５５を用いる場合において、右眼用切
取画像データの奇数番目のラインの右眼用切取画像データが記録され、左眼
用切取画像データの偶数番目のラインが記録され、この右眼用の切取画像
データを１フィールド分の画像データとしてディスプレイ５５に出力し、こ
の左眼用の切取画像データを次の１フィールド分の画像データとして出力
し、ディスプレイ５５には、先ず、奇数番目のラインの画像が表示され、次
いで、偶数番目のラインの画像が表示される（【００４３】）、
　立体画像表示装置。」



（３）本願の優先権主張の基礎となる出願の出願前に頒布された刊行物であ
る特開平１０－１０５７３５号公報（平成１０年４月２４日公開、以下「引
用例３」という。）には、図面とともに以下の事項が記載されている（な
お、下線は当審で付した。）。

「【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は立体視可能な入力素子（操作部品）像を
表示する入力装置及び賀意入力装置を用いた画像表示システムに関する。」

「【００１３】
【発明の実施の形態】以下、添付の図面を参照して本発明の好適な実施形態
を説明する。
【００１４】＜第１の実施形態＞図１は第１の実施形態による画像表示シス
テムの構成を示すブロック図である。図１に示すように、観察者１は本画像
表示システムによる立体画像を立体表示装置３によって観察すると共に、
タッチパネル２と立体表示装置３によって構成される入力装置から所望の操
作指示を行うことができる。なお、タッチパネル２は透明電極で構成され、
観察者１は立体表示装置３による表示画像をタッチパネル２を通して観察で
きる。」

「【００２７】フレームメモリＬ５２、Ｒ５３に格納された視差画像は、更
に立体視表示を行うために合成されて、合成フレームメモリ５５に格納され
る。図７は第１の実施形態における視差画像の合成処理を説明する図であ
る。本実施形態においては、立体視表示手段として前記液晶シャッタ眼鏡方
式を用い、時分割立体視観察を可能としている。従って、合成フレームメモ
リの奇数フィールド、偶数フィールドの一方のフィールドに右目用画像を、
他方のフィールドに左目用画像を格納する。本例では、奇数フィールドに左
目用画像を、偶数フィールドに右目用画像を格納するものとする。
【００２８】フレームメモリＬ５２とフレームメモリＲ５３への視差像の格
納が終了したことが確認されると、制御部４はフレームメモリＬ５２の奇数
フィールドの最初の１行のデータを一時メモリ５４に読み出す。そして、一
時メモリ５４のデータを合成フレームメモリ５５の１行目に格納する。次に
フレームメモリＬ５２の奇数フィールドの２行目（フレームメモリＬ５２の
３行目）を一時メモリ５４に読み出し、これを合成フレームメモリの奇数フ
レームの２行目に格納する。以降、同様にフレームメモリＬ５２の奇数
フィールドのデータを合成フレームメモリ５５の奇数フィールドに格納して
いく。フレームメモリＬ５２の奇数フィールドのデータの格納が終了する
と、フレームメモリＲ５３の奇数フィールドのデータを同様な方法で合成フ
レームメモリ５５の偶数フィールドに格納する。この結果、合成像は奇数
フィールドに左目用画像が、偶数フィールドには右目用画像が格納された時
分割立体視映像となる。」

「【００３０】図９は、第１の実施形態における時分割立体視表示部３２の
詳細な構成を示すブロック図である。本実施形態の立体視表示手段は、立体
視映像のフィールド表示に同期した液晶シャッタ眼鏡を用いた時分割立体視
表示装置である。３３はビデオモニタであり、Ｄ／Ａ変換部３１より出力さ
れた時分割立体視映像信号をインタレース方式で表示する。観察者１はビデ
オモニタ３３に出力された映像を液晶シャッタ眼鏡を装着して観察する。
【００３１】液晶シャッタ眼鏡はフィールド同期回路３４、マルチプレクサ
３５、液晶シャッタＬ３６、液晶シャッタＲ３７から構成されている。
フィールド同期回路３４は、ＮＴＳＣ信号より抽出した垂直同期信号に基づ
いてフィールド同期信号を発生する。マルチプレクサ３５は、フィールド同
期信号に同期して、液晶シャッタＬ３６と液晶シャッタＲ３７の開閉を制御
する。即ち、ビデオモニタ３３において時分割立体視映像の奇数フィールド
が表示されている時にはフィールド同期回路３４から出力されているフィー
ルド同期信号により、マルチプレクサ３５からの出力信号は液晶シャッタＬ
側を開く信号となる。この結果、液晶シャッタＬ３６が開状態に、液晶
シャッタＲ３７が閉状態に切り換わる。このようにして、左目のシャッタが



開き、右目のシャッタが閉じるので、観察者は左目用映像である奇数フィー
ルドの映像を左目のみで見ることになる。また、時分割立体視映像の偶数
フィールドが表示されている時には、フィールド同期信号３４のフィールド
同期信号に基づいてマルチプレクサ３５の出力信号が液晶シャッタＲ側を開
く信号となる。この結果、液晶シャッタＬ３６が閉じ、液晶シャッタＲ３７
が開き、右目用映像である偶数フィールドの映像を右目で見ることになる。
このようにして、左右の目に２つの視差像がそれぞれ提示され、立体視観察
が可能となる。」

　上記記載及び図７、図９から、次の事項が記載されているということがで
きる。

「　立体画像を立体表示装置３によって観察する画像表示システムであって
（【０００１】、【００１４】）、
　合成フレームメモリの奇数フィールド、偶数フィールドの一方のフィール
ドに右目用画像を、他方のフィールドに左目用画像を格納するものであっ
て、本例では、奇数フィールドに左目用画像を、偶数フィールドに右目用画
像を格納し（【００２７】）、
　この結果、合成像は奇数フィールドに左目用画像が、偶数フィールドには
右目用画像が格納された時分割立体視映像となり（【００２８】）、
　時分割立体視映像信号をインタレース方式で表示し（【００３０】）、
　観察者１はビデオモニタ３３に出力された映像を液晶シャッタ眼鏡を装着
し（【００３０】）、ビデオモニタ３３において時分割立体視映像の奇数
フィールドが表示されている時には、観察者は左目用映像である奇数フィー
ルドの映像を左目のみで見、時分割立体視映像の偶数フィールドが表示され
ている時には、右目用映像である偶数フィールドの映像を右目で見る
（【００３１】）、
　画像表示システム。」

３　対比
　
　本願発明と引用発明とを対比する。
　
（１）引用発明の「有機電界発光表示装置の駆動方法」は、本願補正発明の
「有機電界発光表示装置の駆動方法」に相当する。

（２）
ア　引用発明は「インターレース方式を適用する」ものであって、インター
レース方式は、「奇数フレーム期間」及び「偶数フレーム期間」を用いて１
枚の画像を表示するものであって、引用発明の「奇数フレーム期間」及び
「偶数フレーム期間」を合わせた期間は、本願補正発明の「１枚の３Ｄ画像
を表示する表示期間」と、「１枚の画像を表示する表示期間」である点で共
通する。

イ　また、奇数フレーム期間と偶数フレーム期間は通常同一であるから、引
用発明の「奇数フレーム期間」は、本願補正発明の「表示期間の前半の
１／２期間に相当する第１フレーム期間」に相当し、引用発明の「奇数ライ
ンの画素」は本願補正発明の「第１サブ画素」に相当する。
　そして、引用発明において、「奇数フレーム期間中に奇数ラインの画素
は、画素回路内の容量性素子Ｃにデータ電圧及び駆動トランジスタのしきい
電圧を書き込むと同時に有機電界発光素子ＯＬＥＤに逆バイアス電圧を印
加」するから、本願補正発明の「表示期間の前半の１／２期間に相当する第
１フレーム期間に、非発光状態に設定された第１サブ画素にシャッタ眼鏡の
右側眼鏡に対する右側データ信号に対応する電圧を充電させる段階」とは、
「表示期間の前半の１／２期間に相当する第１フレーム期間に、非発光状態
に設定された第１サブ画素に画像データ信号に対応する電圧を充電させる段
階」を有する点で共通する。

ウ　同様に、引用発明の「偶数フレーム期間」は、本願補正発明の「前記表



示期間の後半の１／２期間に相当する第２フレーム期間」に相当し、引用発
明の「偶数ラインの画素」は本願補正発明の「第２サブ画素」に相当する。
　そして、引用発明において「奇数ラインの画素」と「偶数ラインの画素」
は交互に配置されているということができ、ここで、「偶数ラインの画素」
は、本願補正発明の「第１サブ画素と交互に配置され‥‥‥た第２サブ画
素」に対応するものといえるから、引用発明において、「偶数フレーム期間
中に偶数ラインの画素は画素回路内の容量性素子Ｃにデータ電圧及び駆動ト
ランジスタのしきい電圧を書き込むと同時に有機電界発光素子ＯＬＥＤに逆
バイアス電圧を印加する」段階と、本願補正発明の「前記第１サブ画素と交
互に配置され、非発光状態に設定された第２サブ画素にシャッタ眼鏡の左側
眼鏡に対する左側データ信号に対応する電圧を充電させる段階」とは、「前
記第１サブ画素と交互に配置され、非発光状態に設定された第２サブ画素に
画像データ信号に対応する電圧を充電させる段階」である点で共通する。

（３）引用発明の「奇数フレームの間」、「偶数フレーム期間中」が、それ
ぞれ、本願補正発明の「第１フレーム期間」、「第２フレーム期間」に相当
するから、引用発明の「奇数フレームの間に偶数ラインの画素は発光し、」
「偶数フレーム期間中に奇数ラインの画素は発光」することは、本願補正発
明の「前記第１フレーム期間に前記第２サブ画素が発光状態に設定され、前
記第２フレーム期間に前記第１サブ画素が発光状態に設定される」ことに相
当する。

　すると、本願発明と引用発明とは、次の＜一致点＞及び＜相違点＞を有す
る。
　
＜一致点＞
「１枚の画像を表示する表示期間の前半の１／２期間に相当する第１フレー
ム期間に、非発光状態に設定された第１サブ画素に画像データ信号に対応す
る電圧を充電させる段階と、
　前記表示期間の後半の１／２期間に相当する第２フレーム期間に、前記第
１サブ画素と交互に配置され、非発光状態に設定された第２サブ画素に画像
データ信号に対応する電圧を充電させる段階と
　を含み、
　前記第１フレーム期間に前記第２サブ画素が発光状態に設定され、前記第
２フレーム期間に前記第１サブ画素が発光状態に設定されることを特徴とす
る有機電界発光表示装置の駆動方法。」

＜相違点＞
（ア）本願発明は、「１枚の３Ｄ画像を表示する表示期間」であるのに対
し、引用発明は、このような特定がない点。
　
（イ）本願発明は、第１サブ画素に「シャッタ眼鏡の右側眼鏡に対する右
側」データ信号に対応する電圧を充電させるのに対し、引用発明は、
「シャッタ眼鏡の右側眼鏡に対する右側」データ信号について、特定がない
点。

（ウ）本願発明は、第２サブ画素に「シャッタ眼鏡の左側眼鏡に対する左
側」データ信号に対応する電圧を充電させるのに対し、引用発明は、
「シャッタ眼鏡の左側眼鏡に対する左側」データ信号について、特定がない
点。

４　判断

　上記＜相違点＞をまとめて判断する。

＜相違点＞（ア）（イ）（ウ）について
　例えば、引用例２、引用例３に記載されているように（上記２（２）、
（３））、シャッタ眼鏡を用いた立体画像表示装置において、１フィールド
で奇数番目のラインに右側画像を表示し、次の１フィールドで偶数番目のラ



インに左側画像を表示するインターレース方式の立体画像表示装置は周知で
ある。
　そして、表示装置において、２Ｄ画像に加え３Ｄ画像を表示することは周
知であるから、引用発明の、インターレース方式を適用する有機電界発光表
示装置において、１フィールド（第１のフレーム）期間に、シャッタ眼鏡の
右側眼鏡に対する右側データ信号の電圧を、奇数ラインの画素回路内の容量
性素子Ｃに書き込み、次のフィールド（第２のフレーム）期間に、シャッタ
眼鏡の左側眼鏡に対する左側データ信号の電圧を、偶数ラインの画素回路内
の容量性素子Ｃに書き込むようにすることは、当業者が容易に想到し得る事
項である。

　したがって、本願補正発明の＜相違点＞（ア）（イ）（ウ）に係る構成と
することは、格別なことではない。

　そして、上記相違点を総合的に判断しても、本願発明が奏する効果は引用
発明及び周知な事項から当業者が十分に予測できたものであって格別なもの
とはいえない。
　
　よって、本願補正発明は、引用発明及び周知な事項に基づいて当業者が容
易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定
により特許出願の際独立して特許を受けることができない。
　
　
５　本件補正についてのむすび
　
　以上のとおり、本件補正は、特許法第１７条の２第６項で準用する同法第
１２６条第７項の規定に違反するので、同法第１５９条第１項の規定におい
て読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものであ
る。
　
　
第３　本願発明について
　
１　本願発明
　
　平成２７年７月２４日付けの手続補正は上記のとおり却下されたので、本
願の請求項４に係る発明（以下「本願発明」という。）は、上記「第２［理
由］１本件補正」の本件補正前の「請求項４」として記載したとおりのもの
である。
　
２　引用例
　
　原査定の拒絶の理由で引用された引用例及びその記載事項は、上記「第
２［理由］２引用例及びその記載事項」に記載したとおりである。
　
３　対比・判断
　
　本願発明は、本願補正発明から、上記「第２［理由］１本件補正」で検討
した本件補正に係る限定を削除するものである。
　そうすると、本願発明の特定事項を全て含み、更に他の特定事項を付加し
たものに相当する本願補正発明が前記「第２［理由］４判断」に示したとお
り、引用発明及び周知な事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることが
できたものであるから、本願発明も、同様の理由により、引用発明及び周知
な事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。
　
４　むすび
　
　以上のとおり、本願発明は、特許法第２９条第２項の規定により特許を受
けることができないものであるから、その余の請求項に論及するまでもな



く、本願は拒絶すべきものである。
　
　よって、結論のとおり審決する。 　　 　

平成２８年　５月１６日
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